
 １．農家数、農家人口（販売農家）
単位：戸、人

第１種 第２種

 平成12年　       107        22        16        69        13        94        15        79        482 

　   17　        88        20        12        56        16        72        11        61        364 

　   22        80        16        10        54        19        61         5        56        331 

　   27        55         8         7        40        19        36         2        34        188 

 令和２年        47         5         5        37  …  …  …  …        146 

資料：「農林業センサス」
(注)(1）販売農家とは、経営耕地面積が30ａ以上又は調査期日前１年間における農産物販売金 額が50万円以上の
　　　　農家をいう。
　　(2）主業経営体とは、農業所得が主（世帯所得の50％以上が農業所得）で、調査期日前1年間に自営農業に
      　60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。
　　(3）準主業経営体とは、農外所得が主（世帯所得の50％未満が農業所得）で、調査期日前1年間に自営農業に
      　60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。
　　(4）副業的経営体とは、調査期日前1年間に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体を
　　　　いう。
　　(5）農家人口とは、原則として住居と生計を共にしている者（農家世帯員）をいう。
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